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○目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例 

平成２７年３月１０日 

目黒区条例第１３号 

改正 平成２８年３月９日条例第１４号 

平成２８年７月１日条例第２４号 

平成２９年６月３０日条例第２４号 

平成３０年６月２９日条例第３１号 

目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項第２

号、第３０条第２項第１号から第３号まで若しくは附則第９条第１項第１号イ、

第２号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第３号イ(1)に規定する目黒区が定める額

又は法附則第６条第４項に規定する額（以下「利用者負担額」という。）及び

目黒区が実施する保育事業に係る保育料（以下「利用者負担額等」という。）

の額に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令（平

成２６年政令第２１３号。以下「令」という。）において使用する用語の例に

よる。 

２ この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 保育標準時間 保育の利用について、１月当たり平均２７５時間まで（１

日当たり１１時間までに限る。）とするものをいう。 

(2) 保育短時間 保育の利用について、１月当たり平均２００時間まで（１日

当たり８時間までに限る。）とするものをいう。 

(3) 所得割課税額 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項

第２号に規定する所得割の額（別に定める法令の規定を適用しないで計算し
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た額とする。）をいう。 

(4) ひとり親等世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第

１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に規定する配偶者のない

男子で現に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保

育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育の利用に係る支給認定子

どもを扶養しているものの世帯 

イ 次に掲げる者が属する世帯 

(ア) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定に

より身体障害者手帳の交付を受けた者 

(イ) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受け、又は東

京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けた者 

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４

号）第３条に規定する特別児童扶養手当の支給対象となる障害児 

(オ) 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に基づく国民年金の障害

基礎年金等の支給を受けている者 

ウ ア及びイに掲げる世帯のほか、区長が特に困窮していると認めた世帯 

(5) 区立幼稚園 目黒区立幼稚園条例（昭和４２年１１月目黒区条例第３４

号）に基づき設置した幼稚園をいう。 

(6) 区立こども園 目黒区立こども園条例（平成２４年９月目黒区条例第４１

号）に基づき設置したこども園をいう。 

（一部改正〔平成２８年条例２４号〕） 

（利用者負担額） 

第３条 利用者負担額のうち特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育

及び特定利用地域型保育に係るものは、次の各号に掲げる保育の利用の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 
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(1) 保育標準時間 別表第１の１に定める額 

(2) 保育短時間 別表第１の２に定める額 

２ 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保

育又は特定利用地域型保育の利用に係る支給認定子どもが、当該支給認定子ど

ものほかに保育所、認定こども園、幼稚園（学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）第７６条第２項に規定する特別支援学校の幼稚部を含む。次条第２項第

１号において同じ。）その他区長が認める施設に在籍し、又は特定地域型保育

事業者から特定地域型保育、特別利用地域型保育若しくは特定利用地域型保育

を受けている小学校就学前子ども（以下この項において「保育所等在籍等子ど

も」という。）が１人以上ある世帯に属する場合であって、当該支給認定子ど

もが最年長の保育所等在籍等子どもの次の年長の保育所等在籍等子どもである

ときは、当該支給認定子どもに係る利用者負担額は、別表第１の１又は２に定

める額に１００分の５０を乗じて得た額とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型

保育又は特定利用地域型保育の利用に係る支給認定子どもが、所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第２条第１項第３４号に規定する扶養親族である子ども

が３人以上ある世帯に属する場合であって、当該支給認定子どもが第３子以降

の子どもであるときは、当該支給認定子どもに係る利用者負担額は、無料とす

る。 

４ 前３項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる支給認定子どもが受けた特定

教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育又は特定利用地域型保育に係る

利用者負担額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定被監護者等が２人以上ある世帯（当該年度分（４月から８月までの月

分の利用者負担額については、前年度分とする。次号及び次条第３項第１号

において同じ。）の区市町村民税のうち所得割課税額が５７，７００円未満

の世帯に限る。次号において同じ。）に属する支給認定子ども（令第１４条

の２第１項第１号イ及びロに掲げる者に限る。）（次号に掲げる者を除く。） 

別表第１の１又は２に定める利用者負担額に１００分の５０を乗じて得た額 
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(2) 特定被監護者等が２人以上ある世帯に属する支給認定子ども（令第１４条

の２第１項第２号イからハまでに掲げる者に限る。）及びひとり親等世帯（当

該年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が７７，１０１円未満であって、

特定被監護者等が２人以上あるものに限る。次条第３項第２号において同

じ。）に属する支給認定子ども（令第１４条の２第１項第１号イ及びロ並び

に第２号イからハまでに掲げる者に限る。） 無料 

（一部改正〔平成２８年条例２４号・３０年３１号〕） 

第４条 利用者負担額のうち特定教育・保育（教育に限る。）及び特別利用教育

に係るもの（区立幼稚園及び区立こども園の利用に係るものを除く。）並びに

特別利用保育及び特別利用地域型保育に係るものは、別表第２に定めるとおり

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の利用者負担

額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定教育・保育（教育に限る。）、特別利用教育、特別利用保育又は特別

利用地域型保育の利用に係る支給認定子どもが、当該支給認定子どものほか

に幼稚園、認定こども園、保育所その他区長が認める施設に在籍し、又は特

定地域型保育事業者から特別利用地域型保育若しくは特定利用地域型保育を

受けている小学校就学前子ども（以下この号及び次号において「幼稚園等在

籍等子ども」という。）が１人以上ある世帯に属する場合であって、次のい

ずれかに該当するとき（次号及び第３号に該当する場合を除く。）。 

ア 当該支給認定子どもが、幼稚園等在籍等子どものうち、最年長の幼稚園

等在籍等子ども（以下この号及び次号において「最年長子ども」という。）

及び最年長子どもの次の年長の幼稚園等在籍等子ども（以下この号におい

て「次年長子ども」という。）でないとき 無料 

イ 当該支給認定子どもが、幼稚園等在籍等子どものうち、次年長子どもで

あるとき 別表第２に定める利用者負担額に１００分の５０を乗じて得た

額 

(2) 特定教育・保育（教育に限る。）、特別利用教育、特別利用保育又は特別
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利用地域型保育の利用に係る支給認定子どもが、学校教育法第１条に規定す

る小学校（同法第４９条の５に規定する義務教育学校の前期課程及び同法第

７６条第１項に規定する特別支援学校の小学部を含む。次号において同じ。）

の第１学年から第３学年までに在籍する子ども（これに準ずる者として区長

が認めるものを含む。次号において同じ。）が１人ある世帯に属する場合で

あって、次のいずれかに該当するとき。 

ア 当該支給認定子どもが、幼稚園等在籍等子どものうち、最年長子どもで

ないとき 無料 

イ 当該支給認定子どもが、幼稚園等在籍等子どものうち、最年長子どもで

あるとき 別表第２に定める利用者負担額に１００分の５０を乗じて得た

額 

(3) 特定教育・保育（教育に限る。）、特別利用教育、特別利用保育又は特別

利用地域型保育の利用に係る支給認定子どもが、小学校の第１学年から第３

学年までに在籍する子どもが２人以上ある世帯に属する場合 無料 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる支給認定子どもが受けた特定

教育・保育（教育に限る。）、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域

型保育に係る利用者負担額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定被監護者等が２人以上ある世帯（当該年度分の区市町村民税のうち所

得割課税額が７７，１０１円未満（満３歳以上保育認定子どもが特別利用教

育を受けた場合にあっては、５７，７００円未満）の世帯に限る。次号にお

いて同じ。）に属する支給認定子ども（令第１４条の２第１項第１号イ及び

ロに掲げる者に限る。）（次号に掲げる者を除く。） 別表第２に定める利

用者負担額に１００分の５０を乗じて得た額（B階層に属する世帯に属する支

給認定子どもにあっては、無料） 

(2) 特定被監護者等が２人以上ある世帯に属する支給認定子ども（令第１４条

の２第１項第２号イからハまでに掲げる者に限る。）及びひとり親等世帯に

属する支給認定子ども（令第１４条の２第１項第１号イ及びロ並びに第２号

イからハまでに掲げる者に限る。） 無料 
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（一部改正〔平成２８年条例１４号・２４号・２９年２４号・３０年３

１号〕） 

第５条 利用者負担額のうち特定教育・保育（教育に限る。）及び特別利用教育

に係るもの（区立幼稚園及び区立こども園の利用に係るものに限る。）は、別

表第３に定めるとおりとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の利用者負担額について準用する。こ

の場合において、前条第２項中「前項」とあるのは「次条第１項」と、「別表

第２」とあるのは「別表第３」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「次条

第１項及び同条第２項において準用する前項」と、「別表第２」とあるのは「別

表第３」と、「額（B階層に属する世帯に属する支給認定子どもにあっては、無

料）」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

（一部改正〔平成２８年条例２４号・２９年２４号〕） 

（利用者負担額の減免） 

第６条 区長は、特別の事情があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又

は免除することができる。 

（区立保育所時間外保育料） 

第７条 目黒区立保育所条例（昭和４０年６月目黒区条例第２５号）第２条の２

第２号に規定する事業の利用に係る保育料（以下「区立保育所時間外保育料」

という。）の額は、別表第４に定めるとおりとする。 

（区立保育所一時預かり保育料） 

第８条 目黒区立保育所条例第２条の２第３号に規定する事業の利用に係る保育

料（以下「区立保育所一時預かり保育料」という。）の額は、別表第５に定め

るとおりとする。 

（区立こども園時間外保育料） 

第９条 目黒区立こども園条例第３条第３号に規定する事業の利用に係る保育料

（以下「区立こども園時間外保育料」という。）の額は、別表第６に定めると

おりとする。 

（区立こども園一時預かり保育料） 



7/29 

第１０条 目黒区立こども園条例第３条第４号に規定する事業の利用に係る保育

料（以下「区立こども園一時預かり保育料」という。）の額は、別表第７に定

めるとおりとする。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、利用者負担額等に関し必要な事項は、

区長又は目黒区教育委員会（以下「委員会」という。）が別に定める。 

付 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（目黒区保育所入所条例の廃止） 

第２条 目黒区保育所入所条例（昭和６２年３月目黒区条例第４号）は、廃止す

る。 

（目黒区保育所入所条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 この条例の施行の日前に行った保育の実施及び通常の保育時間を超えて

行う保育に係る前条の規定による廃止前の目黒区保育所入所条例（次条におい

て「旧保育所入所条例」という。）の規定による保育料及び延長保育料の徴収

については、なお従前の例による。 

（保育所の入所児に係る利用者負担額等の経過措置） 

第４条 この条例の施行の際、現に保育所に入所している保育認定子どもに係る

平成２７年４月から同年８月までの月分の利用者負担額及び区立保育所時間外

保育料（区立保育所延長保育料（月単位）に限る。）については、当該保育認

定子どもの世帯が同年３月３１日に属していた旧保育所入所条例別表第１の階

層区分をこの条例別表第１の１又は２及び別表第４の階層区分とみなして、こ

の条例の規定を適用する。 

（区立こども園の在園児に係る利用者負担額の経過措置） 

第５条 この条例の施行の際、現に区立こども園に在園している保育認定子ども

のうち、付則第９条の規定による改正前の目黒区立こども園条例第１０条第２

項第１号イ又は第２号イの規定により保育料が減額されているものの利用者負
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担額は、この条例の規定に基づく利用者負担額が当該減額されている保育料の

額を超える場合には、平成２７年４月から平成２８年３月までの月分に限り、

当該減額されている保育料の額とする。 

（目黒区立保育所条例の一部改正） 

第６条 目黒区立保育所条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（目黒区立幼稚園条例の一部改正） 

第７条 目黒区立幼稚園条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（目黒区立こども園条例の一部改正） 

第９条 目黒区立こども園条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

付 則（平成２８年３月９日条例第１４号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年７月１日条例第２４号） 

この条例は、平成２８年９月１日から施行し、この条例による改正後の目黒区

教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の規定は、同年４月１日から適用

する。 

付 則（平成２９年６月３０日条例第２４号） 

この条例は、平成２９年９月１日から施行し、この条例による改正後の目黒区

教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の規定は、同年４月１日から適用

する。 

付 則（平成３０年６月２９日条例第３１号） 

１ この条例は、平成３０年９月１日から施行し、この条例による改正後の目黒

区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例（以下「新条例」という。）

別表第２及び別表第３の規定は、同年４月１日から適用する。 

２ 新条例第３条第２項、別表第１及び別表第４の規定は、平成３０年９月以後

の月分の利用者負担額等について適用し、同年８月以前の月分の利用者負担額
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等については、なお従前の例による。 

別表第１（第３条関係） 

（全部改正〔平成３０年条例３１号〕） 

１ 保育標準時間 

各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

階層区

分 

定義 ３歳未満

児 

３歳児 ４歳以上

児 

  円 円 円 

A 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による被保護世帯（単給世帯を含む。）及

び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による支援給付（中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律の一部を改正す

る法律（平成１９年法律第１２７号）によ

る支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部を改正する法律（平成２５

年法律第１０６号）によりなお従前の例に

よることとされた同法による改正前の中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律による支援

給付を含む。）を受けている者の属する世

帯（以下「被保護世帯等」という。）並び

に支給認定保護者が里親である世帯 

０ ０ ０ 

B A階層を除き当該年度分の区市町村民税非 ０ ０ ０ 
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課税世帯 

C１ A階層を除

き当該年

度分の区

市町村民

税のうち

均等割の

みの世帯 

ひとり親等世帯 １，００

０ 

７００ ７００ 

ひとり親等世帯以外の世帯 ２，００

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

C２ A階層を除

き当該年

度分の区

市町村民

税のうち

所得割課

税額が０

円以外の

世帯 

当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が３０，０００

円未満の世帯 

ひとり親等世帯 １，２５

０ 

１，０５

０ 

１，０５

０ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

２，５０

０ 

２，１０

０ 

２，１０

０ 

C３ 当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が３０，０００

円以上４５，０

００円未満の世

帯 

ひとり親等世帯 １，６０

０ 

１，４０

０ 

１，３５

０ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

３，２０

０ 

２，８０

０ 

２，７０

０ 

D１ 当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が４５，０００

円以上６０，０

００円未満の世

帯 

ひとり親等世帯 ３，５５

０ 

３，００

０ 

３，００

０ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

７，１０

０ 

６，００

０ 

６，００

０ 

D２ 当該年度分の区 ひとり親等世帯 ４，４０ ３，８５ ３，８０
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市町村民税のう

ち所得割課税額

が６０，０００

円以上７５，０

００円未満の世

帯 

０ ０ ０ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

８，８０

０ 

７，７０

０ 

７，６０

０ 

D３ 当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が７５，０００

円以上９０，０

００円未満の世

帯 

ひとり親等世帯

（当該年度分の

区市町村民税の

うち所得割課税

額が７７，１０

１円未満のもの

に限る。） 

４，９５

０ 

４，９０

０ 

４，８５

０ 

ひとり親等世帯

（当該年度分の

区市町村民税の

うち所得割課税

額が７７，１０

１円以上のもの

に限る。）及び

ひとり親等世帯

以外の世帯 

９，９０

０ 

９，８０

０ 

９，７０

０ 

D４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が９０，０００円

以上１２５，０００円未満の世帯 

１６，５

００ 

１１，７

００ 

１１，６

００ 

D５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１２５，０００

円以上１６０，０００円未満の世

２０，６

００ 

１３，７

００ 

１３，６

００ 
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帯 

D６ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１６０，０００

円以上１９５，０００円未満の世

帯 

２３，１

００ 

１５，４

００ 

１５，３

００ 

D７ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１９５，０００

円以上２２０，０００円未満の世

帯 

２５，９

００ 

１７，３

００ 

１７，２

００ 

D８ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２２０，０００

円以上２４５，０００円未満の世

帯 

２８，３

００ 

１８，８

００ 

１８，７

００ 

D９ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２４５，０００

円以上２７０，０００円未満の世

帯 

３１，０

００ 

２０，５

００ 

２０，３

００ 

D１０ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２７０，０００

円以上２９５，０００円未満の世

帯 

３３，４

００ 

２２，５

００ 

２１，０

００ 

D１１ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２９５，０００

円以上３２０，０００円未満の世

帯 

３６，１

００ 

２４，６

００ 

２１，８

００ 

D１２ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３２０，０００

円以上３４５，０００円未満の世

３８，７

００ 

２６，４

００ 

２２，６

００ 
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帯 

D１３ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３４５，０００

円以上３６０，０００円未満の世

帯 

４１，４

００ 

２８，２

００ 

２３，４

００ 

D１４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３６０，０００

円以上３７５，０００円未満の世

帯 

４３，９

００ 

２９，２

００ 

２４，２

００ 

D１５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３７５，０００

円以上３９０，０００円未満の世

帯 

４６，４

００ 

３０，１

００ 

２４，８

００ 

D１６ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３９０，０００

円以上４０５，０００円未満の世

帯 

４８，０

００ 

３０，８

００ 

２５，３

００ 

D１７ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４０５，０００

円以上４２０，０００円未満の世

帯 

５０，０

００ 

３１，２

００ 

２５，６

００ 

D１８ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４２０，０００

円以上４７０，０００円未満の世

帯 

５５，２

００ 

３１，６

００ 

２５，９

００ 

D１９ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４７０，０００

円以上５２０，０００円未満の世

６２，１

００ 

３２，０

００ 

２６，４

００ 
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帯 

D２０ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が５２０，０００

円以上５７０，０００円未満の世

帯 

６９，４

００ 

３２，３

００ 

２６，６

００ 

D２１ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が５７０，０００

円以上７３５，０００円未満の世

帯 

７５，７

００ 

３２，７

００ 

２６，９

００ 

D２２ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が７３５，０００

円以上９００，０００円未満の世

帯 

７７，７

００ 

３３，１

００ 

２７，２

００ 

D２３ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が９００，０００

円以上１，１００，０００円未満

の世帯 

７９，０

００ 

３３，６

００ 

２７，８

００ 

D２４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１，１００，０

００円以上１，３００，０００円

未満の世帯 

８０，４

００ 

３４，０

００ 

２８，４

００ 

D２５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１，３００，０

００円以上の世帯 

８１，６

００ 

３４，５

００ 

２８，９

００ 

２ 保育短時間 

各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担額（月額） 

階層区

分 

定義 ３歳未満

児 

３歳児 ４歳以上

児 
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  円 円 円 

A 被保護世帯等及び支給認定保護者が里親で

ある世帯 

０ ０ ０ 

B A階層を除き当該年度分の区市町村民税非

課税世帯 

０ ０ ０ 

C１ A階層を除

き当該年

度分の区

市町村民

税のうち

均等割の

みの世帯 

ひとり親等世帯 １，００

０ 

７００ ７００ 

ひとり親等世帯以外の世帯 ２，００

０ 

１，４０

０ 

１，４０

０ 

C２ A階層を除

き当該年

度分の区

市町村民

税のうち

所得割課

税額が０

円以外の

世帯 

当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が３０，０００

円未満の世帯 

ひとり親等世帯 １，２５

０ 

１，０５

０ 

１，０５

０ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

２，５０

０ 

２，１０

０ 

２，１０

０ 

C３ 当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が３０，０００

円以上４５，０

００円未満の世

帯 

ひとり親等世帯 １，６０

０ 

１，４０

０ 

１，３５

０ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

３，２０

０ 

２，８０

０ 

２，７０

０ 

D１ 当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が４５，０００

ひとり親等世帯 ３，５０

０ 

２，９５

０ 

２，９５

０ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

７，００

０ 

５，９０

０ 

５，９０

０ 
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円以上６０，０

００円未満の世

帯 

D２ 当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が６０，０００

円以上７５，０

００円未満の世

帯 

ひとり親等世帯 ４，３５

０ 

３，８０

０ 

３，７５

０ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

８，７０

０ 

７，６０

０ 

７，５０

０ 

D３ 当該年度分の区

市町村民税のう

ち所得割課税額

が７５，０００

円以上９０，０

００円未満の世

帯 

ひとり親等世帯

（当該年度分の

区市町村民税の

うち所得割課税

額が７７，１０

１円未満のもの

に限る。） 

４，９０

０ 

４，８５

０ 

４，８０

０ 

ひとり親等世帯

（当該年度分の

区市町村民税の

うち所得割課税

額が７７，１０

１円以上のもの

に限る。）及び

ひとり親等世帯

以外の世帯 

９，８０

０ 

９，７０

０ 

９，６０

０ 

D４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が９０，０００円

１６，３

００ 

１１，６

００ 

１１，５

００ 
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以上１２５，０００円未満の世帯 

D５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１２５，０００

円以上１６０，０００円未満の世

帯 

２０，３

００ 

１３，５

００ 

１３，４

００ 

D６ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１６０，０００

円以上１９５，０００円未満の世

帯 

２２，８

００ 

１５，２

００ 

１５，１

００ 

D７ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１９５，０００

円以上２２０，０００円未満の世

帯 

２５，５

００ 

１７，１

００ 

１７，０

００ 

D８ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２２０，０００

円以上２４５，０００円未満の世

帯 

２７，９

００ 

１８，５

００ 

１８，４

００ 

D９ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２４５，０００

円以上２７０，０００円未満の世

帯 

３０，５

００ 

２０，２

００ 

２０，０

００ 

D１０ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２７０，０００

円以上２９５，０００円未満の世

帯 

３２，９

００ 

２２，２

００ 

２０，７

００ 

D１１ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２９５，０００

円以上３２０，０００円未満の世

３５，５

００ 

２４，２

００ 

２１，５

００ 
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帯 

D１２ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３２０，０００

円以上３４５，０００円未満の世

帯 

３８，１

００ 

２６，０

００ 

２２，３

００ 

D１３ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３４５，０００

円以上３６０，０００円未満の世

帯 

４０，７

００ 

２７，８

００ 

２３，１

００ 

D１４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３６０，０００

円以上３７５，０００円未満の世

帯 

４３，２

００ 

２８，８

００ 

２３，８

００ 

D１５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３７５，０００

円以上３９０，０００円未満の世

帯 

４５，７

００ 

２９，６

００ 

２４，４

００ 

D１６ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３９０，０００

円以上４０５，０００円未満の世

帯 

４７，２

００ 

３０，３

００ 

２４，９

００ 

D１７ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４０５，０００

円以上４２０，０００円未満の世

帯 

４９，２

００ 

３０，７

００ 

２５，２

００ 

D１８ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４２０，０００

円以上４７０，０００円未満の世

５４，３

００ 

３１，１

００ 

２５，５

００ 
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帯 

D１９ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４７０，０００

円以上５２０，０００円未満の世

帯 

６１，１

００ 

３１，５

００ 

２６，０

００ 

D２０ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が５２０，０００

円以上５７０，０００円未満の世

帯 

６８，３

００ 

３１，８

００ 

２６，２

００ 

D２１ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が５７０，０００

円以上７３５，０００円未満の世

帯 

７４，５

００ 

３２，２

００ 

２６，５

００ 

D２２ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が７３５，０００

円以上９００，０００円未満の世

帯 

７６，４

００ 

３２，６

００ 

２６，８

００ 

D２３ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が９００，０００

円以上１，１００，０００円未満

の世帯 

７７，７

００ 

３３，１

００ 

２７，４

００ 

D２４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１，１００，０

００円以上１，３００，０００円

未満の世帯 

７９，１

００ 

３３，５

００ 

２８，０

００ 

D２５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１，３００，０

００円以上の世帯 

８０，３

００ 

３４，０

００ 

２８，５

００ 



20/29 

注１ 年齢の区分は、特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育又は

特定利用地域型保育を利用した年度の初日の前日における支給認定子ども

の満年齢による。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規

定する均等割をいう。 

３ 地方税法第３２３条の規定による区市町村民税の減額があった場合には、

その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割課

税額又は均等割の額とする。 

４ ４月から８月までの月分の利用者負担額に係るこの表の適用については、

「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。 

５ 月の中途において特定教育・保育（保育に限る。）、特定地域型保育又

は特定利用地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額

は、日割により計算した額とする。ただし、区長が必要があると認めると

きは、この限りでない。 

別表第２（第４条関係） 

（一部改正〔平成２８年条例２４号・２９年２４号・３０年３１号〕） 

各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担

額 

（月額） 

階層区

分 

定義 

  円 

A 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） ０ 

B A階層を除き当該年

度分の区市町村民税

非課税世帯（区市町

村民税のうち均等割

のみ課税世帯を含

む。）及び支給認定

保護者が養育里親等

ひとり親等世帯 ０ 

ひとり親等世帯以外の世帯 ３，０００ 
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である世帯 

C A階層を除き当該年

度分の区市町村民税

所得割課税額が０円

以外の世帯 

当該年度分の区市町

村民税のうち所得割

課税額が７７，１０

１円未満の世帯 

ひとり親等世帯 ３，０００ 

ひとり親等世帯

以外の世帯 

１０，１０

０ 

D 当該年度分の区市町村民税のうち所得

割課税額が７７，１０１円以上２１１，

２０１円未満の世帯 

２０，５０

０ 

E 当該年度分の区市町村民税のうち所得

割課税額が２１１，２０１円以上の世

帯 

２５，７０

０ 

注 

１ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規

定する均等割をいう。 

２ 地方税法第３２３条の規定による区市町村民税の減額があった場合には、

その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割課

税額又は均等割の額とする。 

３ ４月から８月までの月分の利用者負担額に係るこの表の適用については、

「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。 

４ 月の中途において特定教育・保育（教育に限る。）、特別利用教育、特

別利用保育又は特別利用地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の

利用者負担額は、日割により計算した額とする。ただし、区長が必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

別表第３（第５条関係） 

（一部改正〔平成２８年条例２４号・２９年２４号・３０年３１号〕） 

１ 区立幼稚園 

各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 利用者負

担額 階層区分 定義 
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（月額） 

  円 

A 被保護世帯等 ０ 

B A階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税世帯（区市町

村民税のうち均等割のみ課税世帯を含む。）及び支給認定保

護者が養育里親等である世帯 

０ 

C A階層を除き当該年

度分の区市町村民

税所得割課税額が

０円以外の世帯 

当該年度分の区市町

村民税のうち所得割

課税額が５，０００

円以下の世帯 

ひとり親等世帯 １，４５０ 

ひとり親等世帯以外

の世帯 

２，９００ 

D 当該年度分の区市町

村民税のうち所得割

課税額が５，０００

円を超え１０，００

０円以下の世帯 

ひとり親等世帯 ２，２５０ 

ひとり親等世帯以外

の世帯 

４，５００ 

E 当該年度分の区市町

村民税のうち所得割

課税額が１０，００

０円を超える世帯 

ひとり親等世帯（当

該年度分の区市町村

民税のうち所得割課

税額が７７，１０１

円未満のものに限

る。） 

３，０００ 

ひとり親等世帯（当

該年度分の区市町村

民税のうち所得割課

税額が７７，１０１

円以上のものに限

る。）及びひとり親

等世帯以外の世帯 

９，０００ 
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２ 区立こども園 

各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 利用者負

担額 

（月額） 

階層区分 定義 

  円 

A 被保護世帯等 ０ 

B A階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税世帯（区市町

村民税のうち均等割のみ課税世帯を含む。）及び支給認定保

護者が養育里親等である世帯 

０ 

C A階層を除き当該年

度分の区市町村民

税所得割課税額が

０円以外の世帯 

当該年度分の区市町

村民税のうち所得割

課税額が５，０００

円以下の世帯 

ひとり親等世帯 ２，０５０ 

ひとり親等世帯以外

の世帯 

４，１００ 

D 当該年度分の区市町

村民税のうち所得割

課税額が５，０００

円を超え１０，００

０円以下の世帯 

ひとり親等世帯 ３，０００ 

ひとり親等世帯以外

の世帯 

６，３００ 

E 当該年度分の区市町

村民税のうち所得割

課税額が１０，００

０円を超え７７，１

０１円未満の世帯 

ひとり親等世帯 ３，０００ 

ひとり親等世帯以外

の世帯 

１０，１０

０ 

F 当該年度分の区市町村民税のうち所得割

課税額が７７，１０１円以上の世帯 

１２，５０

０ 

注 

１ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規

定する均等割をいう。 



24/29 

２ 地方税法第３２３条の規定による区市町村民税の減額があった場合には、

その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割課

税額又は均等割の額とする。 

３ ４月から８月までの月分の利用者負担額に係るこの表の適用については、

「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。 

４ 月の中途において区立幼稚園又は区立こども園の利用を開始し、又は終

了した場合の利用者負担額は、日割により計算した額とする。ただし、区

長が必要があると認めるときは、この限りでない。 

別表第４（第７条関係） 

（一部改正〔平成２８年条例２４号・３０年３１号〕） 

１ 区立保育所延長保育料（月単位） 

各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 区立保育所延長保育料（月額） 

階層区分 定義 ３歳未満

児 

３歳児 ４歳以上

児 

  円 円 円 

A 被保護世帯等及び支給認定保護者が里親

である世帯 

０ ０ ０ 

B A階層を除き当該年度分の区市町村民税非

課税世帯 

０ ０ ０ 

C１ A階層を除き当該年度分の区市町村民税の

うち均等割のみの世帯 

６００ ６００ ６００ 

C２ A階層を除

き当該年

度分の区

市町村民

税のうち

所得割課

税額が０

当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３０，０００

円未満の世帯 

６００ ６００ ６００ 

C３ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３０，０００

円以上４５，０００円未満の世

帯 

６００ ６００ ６００ 
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D１ 円以外の

世帯 

当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４５，０００

円以上６０，０００円未満の世

帯 

９００ ９００ ９００ 

D２ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が６０，０００

円以上７５，０００円未満の世

帯 

９００ ９００ ９００ 

D３ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が７５，０００

円以上９０，０００円未満の世

帯 

９００ ９００ ９００ 

D４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が９０，０００

円以上１２５，０００円未満の

世帯 

１，６０

０ 

１，３０

０ 

１，３０

０ 

D５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１２５，００

０円以上１６０，０００円未満

の世帯 

２，００

０ 

１，３０

０ 

１，３０

０ 

D６ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１６０，００

０円以上１９５，０００円未満

の世帯 

２，２０

０ 

１，４０

０ 

１，３０

０ 

D７ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１９５，００

０円以上２２０，０００円未満

の世帯 

２，６０

０ 

１，８０

０ 

１，７０

０ 
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D８ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２２０，００

０円以上２４５，０００円未満

の世帯 

２，８０

０ 

１，９０

０ 

１，９０

０ 

D９ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２４５，００

０円以上２７０，０００円未満

の世帯 

３，１０

０ 

２，００

０ 

２，００

０ 

D１０ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２７０，００

０円以上２９５，０００円未満

の世帯 

３，３０

０ 

２，２０

０ 

２，００

０ 

D１１ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が２９５，００

０円以上３２０，０００円未満

の世帯 

３，６０

０ 

２，４０

０ 

２，１０

０ 

D１２ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３２０，００

０円以上３４５，０００円未満

の世帯 

３，８０

０ 

２，６０

０ 

２，２０

０ 

D１３ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３４５，００

０円以上３６０，０００円未満

の世帯 

４，１０

０ 

２，８０

０ 

２，３０

０ 

D１４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３６０，００

０円以上３７５，０００円未満

の世帯 

４，３０

０ 

２，９０

０ 

２，４０

０ 
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D１５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３７５，００

０円以上３９０，０００円未満

の世帯 

４，６０

０ 

３，００

０ 

２，４０

０ 

D１６ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が３９０，００

０円以上４０５，０００円未満

の世帯 

４，８０

０ 

３，００

０ 

２，４０

０ 

D１７ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４０５，００

０円以上４２０，０００円未満

の世帯 

５，００

０ 

３，１０

０ 

２，５０

０ 

D１８ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４２０，００

０円以上４７０，０００円未満

の世帯 

５，５０

０ 

３，１０

０ 

２，５０

０ 

D１９ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が４７０，００

０円以上５２０，０００円未満

の世帯 

６，１０

０ 

３，２０

０ 

２，６０

０ 

D２０ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が５２０，００

０円以上５７０，０００円未満

の世帯 

６，９０

０ 

３，２０

０ 

２，６０

０ 

D２１ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が５７０，００

０円以上７３５，０００円未満

の世帯 

７，５０

０ 

３，２０

０ 

２，６０

０ 
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D２２ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が７３５，００

０円以上９００，０００円未満

の世帯 

７，７０

０ 

３，３０

０ 

２，７０

０ 

D２３ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が９００，００

０円以上１，１００，０００円

未満の世帯 

７，８０

０ 

３，３０

０ 

２，７０

０ 

D２４ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１，１００，

０００円以上１，３００，００

０円未満の世帯 

８，００

０ 

３，４０

０ 

２，８０

０ 

D２５ 当該年度分の区市町村民税のう

ち所得割課税額が１，３００，

０００円以上の世帯 

８，１０

０ 

３，５０

０ 

２，８０

０ 

注 

１ 年齢の区分は、時間外保育を利用した年度の初日の前日における支給認

定子どもの満年齢による。 

２ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第１項第１号に規

定する均等割をいう。 

３ 地方税法第３２３条の規定による区市町村民税の減額があった場合には、

その額を所得割課税額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割課

税額又は均等割の額とする。 

４ ４月から８月までの月分の区立保育所延長保育料（月単位）に係るこの

表の適用については、「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。 

５ 月の中途において時間外保育の利用を開始し、又は終了した場合の区立

保育所延長保育料（月単位）は、これを１月として計算する。 

２ 区立保育所延長保育料（日単位） 
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区立保育所延長保育料（日単位） １回当たり６００円 

３ 区立保育所年末保育料 

区立保育所年末保育料 １日当たり３，０００円 

別表第５（第８条関係） 

区立保育所一時預かり保育料 １日当たり１，２００円 

別表第６（第９条関係） 

区立こども園時間外保育料 １時間当たり４００円を超えない範囲内で委員会

が定める額 

別表第７（第１０条関係） 

区立こども園一時預かり保育料 １時間当たり４００円を超えない範囲内で委

員会が定める額 

 


